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背景 目的

本事業では、海外で議論が進むクリーン水素の評価・認証に係る情報等を収集し、

国内の制度設計等に係る分析を行う

◼ そこで本事業では、過年度事業の成果を踏まえつつ、ク

リーン水素認証制度のあるべき姿とその実現に向けた計
画の策定、及びこのための調査を行う

➢ 具体的には、あるべき姿とアクションプランを詳細化する

◼ 下記の通り国外の動向調査だけでなく国内の状況を把

握するための調査を実施し、国内市場のニーズを踏まえ実
現性を担保した制度の提案を目指す

➢ 水素認証制度に対する国内市場でのニーズ調査

➢ 国外関連動向調査

➢ 仮想的計算と国内ステークホルダーに対するヒアリングによる
仮説検証

➢ 水素認証制度のあるべき姿とアクションプランの構築

◼ 低炭素な方法にて製造される場合、水素は、燃料又は

原料として、運輸・発電・産業等、多様な分野のカーボ
ンニュートラルに貢献可能である

◼ 世界の潮流と同様に、我が国も脱炭素化に向け、水素
の大量導入を目指し、今後10年程度でその供給やイン

フラに対する大胆な先行投資*1を実施する予定である

➢ 導入目標：2030年300万t-H2、 2040年1,200万t-H2、

2050年2,000万t-H2

◼ このような中、環境価値のある水素の市場拡大を促すた

め、世界の多数の地域*2で水素認証制度スキームの検
討が活発になされている

➢ また、環境価値を持つ水素を国際的に認め合いつつ取引

できるよう、水素認証制度の相互承認の在り方につい

ても検討が進んでいる*3

◼ 我が国も水素認証制度構築を見据えた調査検討は進

めているものの*4、用途や立ち上げ時期、具体的な制度
運用詳細は未定である

4

*1：価格差支援、拠点整備支援 *2：英国、豪州、韓国政府等が検討を進めるほか、民間取組も行われている *3：IPHEやIEA TCPにて議論がなされている

*4：令和５年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業（クリーン水素の評価・認証体制の検討に関する調査）
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用語の解説

用語 解説

Book and Claim
◼ 認証を受けた原料の供給フローと製品の供給フローが物理的にリンクせず、

原料の特性はクレジット・認証の取引によって製品に割り当てられるCoCモデル

Chain of Custody
◼ インプット及びアウトプットとその関連情報が関連するサプライチェーンの各段階を移動する際に、

それらが移転・監視・管理されるプロセス

CI値 ◼ 炭素集約度(Carbon Intensity)のことであり、エネルギー含有量又は重量当たりのGHG排出量で算出されるもの

IAF相互承認取決め ◼ IAFに加盟している認定機関が認めた認証は、すべて同じ効力として認め合うIAFの協定

Mass Balance
◼ 複数の特性を持つ原料をミックスし、

原料の量に応じてその特性を製品に割り当てる(適用には時間的・空間的なバウンダリが設けられる)CoCモデル

検証 ◼ 過去に行った活動の結果に関する主張の真実性を確認(過去の情報に基づいた評価が対象)すること

国際認定フォーラム (IAF)
◼ 各分野で認定活動をする機関・認証機関協議会・その他の団体からなる国際組織。貿易の技術的障害を排除し、

世界貿易を促進するため、認定機関間の技術的レベルの整合や相互承認協定の締結を目指す

水素等 ◼ 製造・輸入により、国内で供給される水素及び水素キャリア (アンモニア・MCH・合成メタン等)

相互承認 ◼ 相互承認の参加機関が一定の条件を定め、適合性評価の結果等を相互に受け入れたり、相互に認めたりすること

低炭素水素
◼ 製造過程で排出されるCO2排出量を一定基準値以下に抑えた水素

(再エネ由来水素、CCSによりCO2削減達成した水素等)

適合性評価 ◼ 製品・プロセス・サービス・人・システム、又は機関に関連する特定の要件が満たされていることを実証すること

認証 ◼ 製品・サービス、又はシステムが特定の要件を満たしているという、独立機関による書面での保証(認証書)の提供

認定
◼ マネジメントシステムの認証(審査登録)、要員・製品の認証、試験、検査等を行う機関の活動が国際的な基準に

従い、公平・透明に行われているかどうかを審査し、公式に認め、登録すること
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調査結果サマリ

事業者のニーズ把握を行った上で、国内外の水素派生物に関する認証の検討状況も

踏まえつつ、炭素集約度の算定実証並びに認証体制の仮説構築を実施した

項目 調査・検討対象 調査・検討結果

国内水素認証制度に

関するニーズの把握
事業者へのヒアリング

◼ 事業者・自治体にヒアリングを実施し、①既存関連制度・法律等との紐付け方、②グローバル動向

を踏まえた連携の模索、③市場形成を阻害しない段階的な措置・制度設計を主要論点と整理

水素認証制度に

関連する国内外動向

炭素集約度の算定と

堅ろう性の評価

水素認証制度の

あるべき姿の検討

燃料アンモニア

合成ガス

ガイドライン

諸外国の認証制度

炭素集約度の算定

堅ろう性の評価

活用シナリオの整理と

あるべき姿の検討

◼ クリーン燃料アンモニア協会 (CFAA)は、組織内に認証WGが存在し、認証制度を構築可能な

環境であるため、今後の連携方針について協議を実施

◼ 日本ガス協会が導入を進めるグリーンガス証書は公的制度への活用について検討中であるが、

低炭素水素を証書として発行・価値移転することで水素普及に貢献でき得ることを整理

◼ ISO/TS 19870発行時点では、参加国の考え方の違い等により決着していない課題もあるが、

2025年11月に発行予定のISでは整理される見込み。なお、規格の構成も修正される見込み

◼ 一部の認証制度においては、電源3要件の緩和等、市場形成を阻害しない段階的な制度

設計がなされている状況。引き続き、先行する認証制度の検討状況や実装状況の注視が必要

◼ グリーン水素・ブルー水素の認証制度・インセンティブ制度や国際規格等の要件を整理

◼ グリーン水素製造～供給のCI値算定実証試験を実施し、今後は国独自の詳細な議論が必要か

◼ IPHEによる要求等をもとに、第三者機関へのヒアリングを実施し、堅ろう性保持の要件を確認

◼ 国内外のITレジストリにおける堅ろう性保持の動向を調査し、今後は具体施策の議論が必要か

◼ 国内水素認証制度の活用シナリオを4パターンで整理し、シナリオごとのあるべき姿を検討した結果、

認証制度の活用方法や目的により体制は変わり得るという結論

◼ ボランタリーな用途で活用する場合は必ずしも国や認定機関を体制に組み込む必要はないが、

国内法制度で活用するケースでは国や認定機関の制度保有や運営が必要であり、

相互承認を進める場合はIAFメンバー認定機関の組み込みが必要
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国内水素認証制度に関するニーズの把握

 １）ヒアリング対象企業の選定と質問項目の作成

 ２）ヒアリング実施結果

◼ヒアリング結果サマリ（対立構造が存在する論点）  

 ３）主要論点と対応方針（案）
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水素認証制度に関連する国内外の動向

 １）国内動向（燃料アンモニア、合成ガス等）

 ２）ガイドラインの策定状況（IPHE、ISO等）
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クリーン燃料アンモニア協会（CFAA）
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日本ガス協会
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クリーンガス証書制度の概要*1

日本ガス協会は「e-methane」や「バイオガス」の製造設備の『認定』を行い、『認定』された

製造設備により製造されたガス相当量の『認証』を通じて「クリーンガス証書」を発行してい
るため、ヒアリング対象とした

*1：クリーンガス証書評価委員会Webページより引用（参照2025年2月）
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水素認証制度に関連する国内外の動向

 １）国内動向（燃料アンモニア、合成ガス等）

 ２）ガイドラインの策定状況（IPHE、ISO等）

 ３）諸外国の認証制度動向（欧米、インド、韓国等）
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IPHE, IEA H2 TCP

(Hydrogen Certification 101)
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Hydrogen Certification 101_方法論の概要

IPHE、IEA H2 TCPは基本設計原則に従い、主要要素を検討し認証スキームを構築する必

要性について言及

基本設計原則

◼ IPHEで提案される認証スキームの主要要素は以下の通り

➢ 製品属性：スキームが認証しようとする製品の特性（これらの特性を測定するための方法論を含む）

➢ 運用方法：認証スキームの組織体制と認証プロセス

➢ Chain of Custody：サプライチェーンに沿った製品属性に関する情報を追跡及び追跡するために適用されるアプローチ

➢ ITシステム：証書の発行～取消しまでの情報リポジトリ

製品属性

堅ろう性 透明性 公平性 精度

運用方法

Chain of Custody

ITシステム

スキーム設計の基本原則

主要要素

◼ 製品属性を測定するための定

義、システム境界、方法論の

一貫した適用

◼ 社内外の審査員が分析した

際に同一結果にとなる中立的

かつ理解しやすい方法の提供

◼ 公平な定義と方法論の適用 ◼ 製品属性を定量化する際の

誤差を可能な限り低減

◼ 認証システム内に監督当局が

存在、管理する

◼ スキーム内に存在する異なるス

テークホルダーや関係団体との

関係性（役割と責任）を明

確化

◼ 認証機関又は審査員が独立

した第三者機関であること

◼ 運営組織の利害関係を明確

化

ー

◼ 虚偽申告や二重計上等、あら

ゆる種類の不正を回避するた

めに、追跡可能性とトレーサビ

リティ確保のための強力規定

◼ 明確な利用可能条件（証明

書、製品属性等）の開示

◼ いかなる関係者、いかなる種

類の製品及び証明書に対する

追跡

◼ 認証された製品、証明書、及

び製品属性の信頼性の高い

追跡及びトレースする

◼ すべてのユーザーのアカウントと、

アカウント、証明書、及び製品

トランザクションに関連するすべ

てのデータの整合性を確保、リ

ポジトリを保護

◼ ユーザーの権利と責任の明確

化

◼ 製品、認証書、認証スキームの

ステータスに容易にアクセス可

能であること

◼ データベース内において偏りのな

い情報リポジトリを構築

◼ 認証された製品、証明書、及

び製品属性の信頼性の高い

追跡及びトレースする

出典：IPHE and IEA H2 TCP Hydrogen Certification 101 (IPHE, 2024)
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Hydrogen Certification 101_認証プロセスの概要

スキーム上の認証機関について、第三者機関である必要性について言及。

認証スキームのイメージ図*1 各機関の役割

Governments 

and legislators

Certification 

bodies

Accreditation

 bodies

Issuing bodies

◼ 認証スキームの運用に関する規則及び要件を設定

◼ 二重計上及び不正行ために対する保護措置を講

じる責任を負う

◼ 管理/検査及び罰金又はその他の罰則を科す機関

◼ 認証機関の技術的能力、信頼性、独立性及び完

全性を評価し、定期的に監視

◼ 適合性評価に関する共通の国際基準を適用するこ

とによって、認定された認証機関は比較可能であり、

認定の同等性における信頼性を高めることが可能

◼ 継続的に監視し、認証機関の違反について説明責

任を負わせる権利を所有

◼ 認証機関によって確立された検証又は検証プロセス

に従い、スキームの要件に適合していることを確保

Certification

 scheme Holder

◼ 認証スキームの設計と運用に責任を負う

◼ 政府当局による制度所有者の監督がその信頼性を

確保するためには重要

◼ 第三者機関として、認証スキームの要求事項に基づ

き、製品又は施設の適合性を検証する

◼ 認証機関は、発行機関の役割を引き受け、証明書

を発行することも可能

*1：IPHE and IEA H2 TCP Hydrogen Certification 101 (IPHE, 2024)より引用
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ISO/TS19870
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ISO/TS19870 Annexの全体像

Annex A~Jでは、製造又はキャリア変換の各プロセスについて、推奨される分析方法を詳

細に説明。また、Annex Kでは水素純度が低い場合の計算方法について説明

Annex A~J

Annex K

◼ 製造や輸送のプロセスに伴う炭素強度の算定の考え方について説明

➢ プロセスの概要（システムバウンダリの考え方や、システムのインプット・アウトプット項目等）

➢ 排出源（プロセスにおいてGHG排出源となる具体的な項目）

➢ 排出の割り当て（プロセスによって生じる連産品への排出の割り当ての考え方）

➢ 報告すべき情報（GHG排出量算定のために報告すべき情報）※後段での説明は割愛

◼ 水素の純度が低い場合の炭素強度の計算方法について説明

➢ 水素アプリケーションの多くは99%以上の水素純度を要求しているが、99%以下の場合には、含まれる不純物の影響を考

慮した上で、水素の炭素強度を計算する必要がある

Annex A 電気分解

Annex B 水蒸気メタン改質（SMR）

Annex C 食塩電解

Annex D スチームクラッキング

Annex E 石炭ガス化

Annex F バイオマス廃棄物

Annex G 自己熱改質（ATR）

水素製造

プロセス

輸送に伴う

キャリア変換

プロセス

Annex H 水素キャリアとしてのアンモニア

Annex I キャリアとしての液体水素

Annex J 水素キャリアとしてのLOHC

備考：輸送によるGHG排出については本編のセクション4.3.2.6を参照

出典：ISO/TS 19870 (参照日：2025年2月21日)

◼ 本TS19870発行時点では、参加国の考え方の違い等により決着していない課題もあるが、2025年11月に発行予定のISでは整

理される見込み。なお、規格の構成も修正される見込み。
議論状況
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水素認証制度に関連する国内外の動向

 １）国内動向（燃料アンモニア、合成ガス等）

 ２）ガイドラインの策定状況（IPHE、ISO等）

 ３）諸外国の認証制度動向（欧米、インド、韓国等）
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諸外国の認証制度における直近の検討サマリに対する示唆

諸外国では市場形成を阻害しない段階的な制度設計がなされており、先行する諸外国に
おける認証制度の実装状況を注視しつつ、日本市場の成熟状況を踏まえた整理が必要

各種海外制度から読み取れる直近の傾向主要要素

◼ 地理的、時間的要件、追加性については、言及がない制度が多い

➢ ただし、一部の制度では、一時的な要件の緩和が見られる（例：四半期ごとのタイ

ムマッチング、「追加性」の規定削除等）

◼ 現状ではMass balanceを採用する制度が多い

➢ 水素市場の黎明期はインフラ接続が未発達であるため、一時的な「Book and 

Claim」の導入可能性について検討する制度も存在する

◼ 認証が資金提供のための要件になる場合は、政府主導（所管当局）になる傾向がある

◼ 認定機関は第三者機関が多く、原産地証明には送電事業者やガス事業者の関与が多い

ITシステム
◼ 関連するデータを一括で管理するようなデータベース、プラットフォームを構築の上、暗号化等、

デジタル技術を活用することで、ダブルカウントを回避するような運用としている制度が多い

Chain of 

Custody

運用方法

電源の3要件

相互承認

◼ 現状は検討中の制度が多い（ただし、RFNBOについて、REDの枠組みに基づいて運用され

ている異なる認証スキーム（ISCC-EU、REDcert-EU等）については、認定事業者が同等の

ものとして扱うことが可能）

◼ 諸外国では、電源3要件の緩和や一時的な「Book and Claim」の導入検討等、市場形成を阻害しない段階的な制度設計が

なされている

➢ 引き続き、先行する諸外国における認証制度の検討状況や実装状況を注視しつつ、日本市場の成熟状況を踏まえた

整理を行っていく必要がある

まとめ

関連する制度

Clean Hydrogen Production 

Tax Credit（米国）、GO制度

（デンマーク）等

GO制度（スペイン、デンマーク、

オランダ）等

CertifHy （欧州） 、ISCC-EU

（欧州） 、REDcert-EU（欧

州）等
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調査①結果サマリ

いずれの制度もクリーン水素普及による脱炭素への貢献を目的としている。認証制度として
具体的に検討しているのは英・豪のみ

【英国】

UK Low Carbon Hydrogen 
Certification Scheme

【欧州】

Renewable Energy 
Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal framework 
for hydrogen certification

【ドイツ】

H2Global

概
要

背景

◼ 英国の水素経済における
低炭素化促進の必要性

◼ EU全加盟国に対し再エネ

拡大の足並みを揃える必
要性

◼ エネルギー転換に向けた水
素普及の必要がある

◼ ドイツ国内グリーン水素需

要を賄う必要性・需要見

通し不透明による投資不
足

目的

◼ 水素製造排出量

における認証の規定を行い、

水素製造での脱炭素への

貢献を目指す。また国際
間貿易の促進を目指す

➢ 英国エネルギー安全保

障戦略の低炭素水素導
入目標に基づく

◼ 水素脱炭素化し、輸入化
石燃料への依存を減らす

➢ 水素を含む利用可能な

非生物起源の再生可能
燃料（RFNBO）を定義、

利用拡大を促す

◼ 再生可能水素の原産地
保証メカニズムを確立する

◼ グリーン水素・水素由来製

品の欧州域外からの輸入
を推し進める

➢ ドイツ国際協力公社
（GIZ）とドイツ水素燃

料電池協会等が協力し
立ち上げ

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)

更新箇所
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調査①結果サマリ

RED以外の大半は任意の制度だが、すべて政府の法規・制度との紐付け、位置付けがされ

ている。認証制度は24年以降の開始が多い

【英国】

UK Low Carbon Hydrogen 
Certification Scheme

【欧州】

Renewable Energy 
Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal framework 
for hydrogen certification

【ドイツ】

H2Global

概
要

保有者と

保有者の種類

◼ エネルギー安全保障・ネット
ゼロ省（政府）

◼ 欧州委員会 ◼ 環境・エネルギー管理庁
（政府）

◼ H2Global子会社（国際

協力公社等）

強制力

◼ 任意

➢ 将来的に義務化される可
能性あり

◼ 義務*1

➢ 各国のRFNBOの輸出入に

関する予測、産業部門に
おけるRFNBOの使用割合

を報告

◼ （不明） ◼ 任意

法規・他制度との関連

◼ ネットゼロ水素基金
（NZHF)や水素生産ビジ

ネスモデル（HBM)等の政

府支援を受ける場合、本
制度の基準を満たす必要

◼ 加盟国各国におい

て国内立法を求める

➢ 水素等低炭素燃料は

別立法で認証を行う選
択肢が評価

◼ RED 
◼ 仏エネルギー・気候法

（2019）

◼ 仏水素条例（2023）

◼ RED・Delegated Acts 
27(3) ・Delegated Acts 
28(5)におけるRFNBOの基

準に準拠する

開始時期

◼ 2025年予定

➢ 英国エネルギー安保戦
略で定義

◼ 国内法に置き換えるために
18か月程度要するとし、期

限は2025年5月21日に設

定

◼ （不明） ◼ 2024年～入札を実施

*1：加盟国に国内立法の拘束力有

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)

更新箇所
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調査①結果サマリ

相互承認については不透明な状況、豪州では輸出に用いることができる制度を検討中

【英国】

UK Low Carbon Hydrogen 
Certification Scheme

【欧州】

Renewable Energy Directive
※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal framework for 
hydrogen certification

【ドイツ】

H2Global

概
要

現在の

ステータス

◼ Low Carbon Hydrogen 

Standard（Version 4）の開

発状況に合わせて、基準・認

証ワーキンググループを通じた

産業界との認証制度の詳細

設計の策定を進めている状況

◼ 23年3月にEU理事会・欧州

議会と改正案の暫定合意、

今後議会採択に向け提出作

業中

◼ 法令及び申請文書、TG・GO

登録事業者入札募集、RED

のRFNBO準拠作業等、制度

設計中

◼ 運用中（ドイツ、オランダ政府
からの資金提供を受け、第2
回オークションの入札を開始）

対象地域

◼ 英国（スコットランド、ウェー

ルズ、北アイルランドを含む）

国内での運用を対象

※ 将来的に輸出入を対象にす

るように拡大する方針

◼ EU全加盟国（国内生産者

及びEUに輸出したい第3国

の生産者へ適用）

◼ フランス国内での水素エネル

ギーの生産、流通、利用

◼ 4つの地域とグローバルで構

成してオークションを実施

➢ 地域 輸出：アフリカ、アジ

ア、北米、南米国/オセアニ

ア⇒輸入：ドイツ

➢ グローバル 輸出：ドイツ、オ

ランダ含む世界各国⇒輸

入：ドイツ、オランダ（制

裁された国については参加

資格なし）

相互承認

◼ （不明）

➢ 相互承認の必要性は認識

しつつ具体的言及無

➢ 国際基準と整合性のある

仕組みを検討

◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)

更新箇所
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調査①結果サマリ

カナダやドイツH2Globalのように水素以外にも既に対象を拡大している制度も存在する。豪

州も今後はその他製品にも拡大予定

【英国】

UK Low Carbon Hydrogen 
Certification Scheme

【欧州】

Renewable Energy 
Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal framework 
for hydrogen certification

【ドイツ】

H2Global

概
要

対象水素製品
◼ 水素（将来的にはアンモ

ニア等の水素派生物も対

象に拡大する方針）

◼ RFNBO（輸送キャリアと

して使用される水素、副

生水素等は含めず）

◼ 水素 ◼ 水素

◼ 水素由来製品（NH3、

e-methane、e-SAF）

利用者
◼ 製造者、利用者 ◼ 製造者、輸送・貯蔵者、

利用者

◼ 生産者、輸送業者、貯

蔵設備保有者、水素消

費者

◼ 製造者、利用者

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)

更新箇所
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調査①結果サマリ

バウンダリはwell-to-gateが大勢を占める。豪州はIPHEに準拠しdelivery gateまで。フランス、

ドイツは、今後はRED IIに準拠する

【英国】

UK Low Carbon Hydrogen 
Certification Scheme

【欧州】

Renewable Energy 
Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal framework 
for hydrogen certification

【ドイツ】

H2Global

水
素
の
条
件

水素源と

製造方法

◼ 電気分解由来水素

◼ 天然ガス＋CCUS由来水素

◼ バイオマス、廃棄物発電由

来水素

◼ 非生物期限再生可能由

来

◼ 再生エネ由来水素

◼ エネルギー源関係なく

GHG低排出量水素

➢ 原子力電力由来の水

素も対象

◼ RED II・Delegated Acts 
27(3) ・Delegated Acts 
28(5)のRFNBOの

基準に準拠

システムバウンダリ

◼ Well-to-gate
➢ 製造プラント内に貯蔵があ

る場合は貯蔵も対象

➢ 今後、輸送、貯蔵、コン

ディショニングを含むように

拡大予定

◼ Well-to-wheel
➢ 電力供給、加工、最終

消費者への燃料輸送

◼ Well-to-gate ◼ Well-to-gate + partial 
transport

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)

更新箇所
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調査①結果サマリ

Chain of Custodyはmass balanceが大勢を占める。フランスはとBook and Claim方式との

選択制を検討している

【英国】

UK Low Carbon 

Hydrogen Certification 

Scheme

【欧州】

Renewable Energy 

Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal framework 

for hydrogen 

certification

【ドイツ】

H2Global

水
素
の
条
件

排出閾値

◼ 20gCO2e/MJLHV、排出

量によって複数のレベルに

分けることを検討

◼ ライフサイクル全体におけ

る排出削減量が少なくと

も

70%(3.4kgCO2e/kgH2)

◼ 3.38kgCO2eq/kgH2 ◼ （指定なし）

Chain of Custodyモデ

ル

◼ Mass Balance方式 ◼ （不明）

➢ 参考とする別立法は

Mass Balance

◼ Mass Balance/Book 

and Claim方式の選択

制

◼ Mass Balance方式

認証が利用される需要

部門

◼ （不明） ◼ 産業（鉱業、製造業、

建設業、情報サービス

業）、輸送

◼ （不明） ◼ （不明）

追加的サステナビリティ

条件

◼ （言及なし） ◼ 追加性

◼ 時間的相関性

◼ 地理的相関性

◼ （REDのRFNBO準拠） ◼ （REDのRFNBO準拠）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)

更新箇所

⇒詳細後述
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調査②結果サマリ

運用体制は政府承認の第三者機関で監査することが大半。運用フローは不透明な部分
が多いが、事前データ提出を要求する場合が多い

【英国】

UK Low Carbon 

Hydrogen Certification 

Scheme

【欧州】

Renewable Energy 

Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal framework 

for hydrogen 

certification

【ドイツ】

H2Global

国
内
運
用

運用体制

◼ 第三者機関による承認

➢ スキームを実施する際の

認証・発行機関として

Low Carbon 

Contracts Company

（LCCC）を起用

◼ 欧州委員会よりCertifHy

やREDcert、ISCC等に対

してRFNBO認証の発行

を正式に承認

◼ 第三者機関による承認

➢ 入札で指定される事業

者

◼ H2Global子会社の

HINT.COによる運用

運用フロー

◼ 生産者は、出荷ごとに必

要な排出データを毎月提

出、毎年監査を受ける

◼ （不明） ◼ （不明） ◼ HINT.COが輸入時データ

提出を要求

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)

更新箇所
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調査②結果サマリ

米国・カナダの税額控除ではLCAモデルでの計算結果を求められる。英国、フランス、豪州

は効率的な形でのシステム開発を検討

【英国】

UK Low Carbon Hydrogen 

Certification Scheme

【欧州】

Renewable 

Energy Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal framework 

for hydrogen 

certification

【ドイツ】

H2Global

国
内
運
用

利用側

提出情報

◼ 水素製造に伴う実際の排出量、

投入物・電力の持続可能性遵

守、使用原料・製造法、政府

支援有無等

◼ （不明） ◼ 水素タイプ、製造

時排出量等

◼ （不明）

システム

◼ 自動計測や不整合検出するシ

ステム開発等行い、毎月のデー

タ報告を省力的に行えるシステ

ム構築検討

◼ （不明） ◼ 国家の電子登録システム

を検討

◼ 自動化を検討するも、完

全な稼働まで期間が必

要と認識

◼ （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)

更新箇所
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調査②結果サマリ

国際相互承認に関しての運用は検討状況が未定の制度が多い。また運用コストの目安を
定量的に明確にしている制度は英国のみ

【英国】

UK Low Carbon Hydrogen 

Certification Scheme

【欧州】

Renewable Energy 

Directive

※RFNBOに係る箇所につい

て

【フランス】

French legal 

framework for 

hydrogen 

certification

【ドイツ】

H2Global

国
際
運
用
（
相
互
承
認
）

運用体制 ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

運用フロー ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

利用側

提出情報

◼ 自主データは2025年まで利

用できないが、輸出の場合は

提出可能

◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

システム

◼ 一部の欧州制度と整合させ

るために、高発熱量

（HHV）のMWhで発行

◼ 証明書ラベルには、その量に

関連する排出量とともに

「LCHS準拠」と表示

◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

財
務
面
で
の
運
用

立ち上げ・運用コス

ト

◼ 立ち上げ：£2.7mil.

◼ 運用：£749,000(Mass 

Balance)、£510,000 (Book 

and Claim)

◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

コスト負担者 ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

◼ ドイツ企業49社による出

資

◼ ドイツ政府

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)
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調査②結果サマリ

認証制度で検討が進む英国制度と豪州制度は二重認証だけでなく二重使用や二重請
求の回避まで考慮する

【英国】

UK Low Carbon 

Hydrogen 

Certification 

Scheme

【欧州】

Renewable Energy 

Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal 

framework for 

hydrogen 

certification

【ドイツ】

H2Global

認
証
制
度
の
基
本
的
設
計
に
関
す
る
原
則

堅
ろ
う
性(

ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
回
避)

二重認証(double issuance)

*同一排出・排出削減を二重認証

すること

✓

(再エネ製造者と製造

バッチの情報を求め回

避)

（不明） （不明） （不明）

二重使用(double use）

*発行された認証が複数回使用さ

れること

✓

（証書の移転をチェーン

全体で管理し、更に適

宜償却まで行うことで回

避)

（不明） （不明） （不明）

二重請求(double claiming)

*同一排出・排出削減が売手と買

手により二回計上されること

（不明） （不明） （不明） （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)
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調査②結果サマリ

認証制度の原則は順守方法が不透明な制度が多い。大半は制度設計中のパブコメ実施
程度が多い

【英国】

UK Low Carbon 

Hydrogen 

Certification Scheme

【欧州】

Renewable Energy 

Directive

※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal 

framework for 

hydrogen 

certification

【ドイツ】

H2Global

認
証
制
度
の
基
本
的
設
計
に
関
す
る
原
則

透
明
性
と
公
平
性

パブコメ実施 ✓ ✓ ✓ ✓

制度運用の公開 ✓ ✓ （不明） ✓

公正で一貫した制度運用 （不明） （不明） （不明） （不明）

IAF加盟認定機関が認める認

証機関の利用
（不明） （不明） （不明） （不明）

登録プロジェクトの公開 （不明） （不明） （不明） （不明）

最新の制度情報の公開 ✓ ✓ （不明） ✓

利用者の嘆願

の受付
（不明） （不明） （不明） （不明）

監視と正確性
◼ 政府承認の第三者

認証機関が監査見

込み

（不明）
◼ 第三者による監査を

行う見込み
（不明）

親和性
◼ 様々な国際認証制

度と互換性を持たせ

る予定

（不明） （不明） （不明）

将来性のある設計 （不明） （不明） （不明） （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)
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調査②結果サマリ

ドイツでは第2回のオークションの入札が進む。また、英国では今後は法制化に向けた動きを

行う

【英国】

UK Low Carbon 

Hydrogen 

Certification 

Scheme

【欧州】

Renewable Energy 

Directive
※RFNBOに係る

箇所について

【フランス】

French legal 

framework for 

hydrogen 

certification

【ドイツ】

H2Global

プロジェクト例
◼ （検討中のためな

し）

◼ （検討中のためな

し）

◼ （検討中のためな

し）

◼ エジプトのグリーンア

ンモニアプロジェクト

が落札

今後の予定

◼ 2025年施行予定

➢ 英国エネルギー安

保戦略で予定

◼ バウンダリを今後、

拡張予定

◼ 国際的な制度との

整合性を検討

◼ （不明） ◼ 独自では認証を行

わず、EUレベルでの

認証を検討する

◼ 第2回オークションを

実施

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Guarantee of Origin Scheme design paper.pdf (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen 
Intermediary Network Company GmbH International Market (bmwk.de)
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調査①結果サマリ

いずれの制度もクリーン水素普及による脱炭素への貢献を目的としている

【米国】

Clean Hydrogen 
Production Tax Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 
Investment Tax Credit

【豪州】

Guarantee of Origin 
certificate scheme

【韓国】

Korea’s Clean Hydrogen 
Certification Scheme

【インド】

Green Hydrogen 
Certification Scheme of 

India

概
要

背

景

◼ クリーンな水素普及の必
要がある

◼ 国内企業が米国インフレ

削減法を背景に国際競
争力を維持する必要

◼ 再エネと水素産業の拡
大をする必要がある

◼ 2022年水素法の改定

◼ 27年度クリーンアンモニア

輸入を計画しているため、

制度試行期間を考慮す
ると24年からガバナンス

体制や認証プラットフォー

ム等の開発を進める必
要がある

◼ 2023年1月に発足した

「国家グリーン水素ミッ
ション（NGHM）」の実

施を加速する必要がある

目
的

◼ クリーンな水素普及を目

指し、グリーン・ブルー水

素生産量に応じた税額
控除を行う

➢ 2022年インフレ抑止法

（IRA）における気候

変動対策の一環として
制定

◼ クリーン水素を製造する

設備投資に対し税額控
除を行う

➢ 米国IRAと異なり、設

備のみに控除を行う

◼ 豪州産水素とその他製

品の排出量をトラックし
検証する仕組みを提供

➢ 最初は水素を対象

➢ 「グリーン」「ブルー」等の

ラベル付けを目指すも
のではない

◼ 公正な認証制度の確立

➢ 水素発電市場

（オークション制
度）での活用

➢ 将来的にクリーン水

素に対する税制優
遇措置にも活用

◼ グリーン水素生産者が自

社製品の適格性を証明

し、政府の補助金や規

制支援を受けられるよう
にすること

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form_ART_15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)
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調査①結果サマリ

大半は任意の制度だが、すべて政府の法規・制度との紐付け、位置付けがされている。認
証制度は24年以降の開始が多い

【米国】

Clean Hydrogen 
Production Tax Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 
Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of Origin 
certificate scheme

【韓国】

Korea’s Clean 
Hydrogen 

Certification Scheme

【インド】

Green Hydrogen 
Certification Scheme 

of India

概
要

保有者と

保有者の種類

◼ 米国エネルギー省：
DOE （政府）

◼ カナダ歳入庁 ：CRA 
及びカナダ天然資源
省：NRCan（政

府）

◼ 気候変動・エネル

ギー・環境・水源省：
DCCEEW（政府）

◼ 産業通商資源部：
MOTIE（政府）

◼ 新・再生可能エネル
ギー省 ：MNRE（政

府）

強制力 ◼ 任意 ◼ 任意 ◼ 任意 ◼ 任意 ◼ 任意

法規・他制度

との関連

◼ インフレ抑制法
（IRA）（2022）で

成立

➢ CCS税額控除

（45Q）との重複

利用不可

◼ 連邦予算（2023）

で成立
◼ 再生可能エネルギー

目標(RET)スキームの

下の大規模発電証
明書(LGC)フレームワー

クと並行して運用

◼ 水素法

➢ 2022年に改訂

➢ クリーン水素の定義、
認証制度の根拠

◼ グリーン水素基準

➢ グリーン水素の定義
等示す

開始時期
◼ 2022年施行 ◼ 2023年施行 ◼ 2025年末施行予定 ◼ 2027年施行予定 ◼ 不明

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form_ART_15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)
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調査①結果サマリ

相互承認については不透明な状況であるが、韓国では今後相互承認を確立することが想
定される

【米国】

Clean Hydrogen 

Production Tax 

Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 

Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of Origin 

certificate scheme

【韓国】

Korea’s Clean 

Hydrogen 

Certification Scheme

【インド】

Green Hydrogen 

Certification Scheme 

of India

概
要

現在の

ステータス

◼ 運用中（2025年1月、

クリーン水素製造税額

控除に関する最終規

則を発表）

◼ 運用中 ◼ 2024年11月法案可

決、制度のルールと方

法論は、2025年に策

定予定

◼ 2024年6月、クリーン

水素認証パイロットプ

ロジェクトを実施

◼ 2024年3月、コンサル

テーションのための素案

を発表

対象地域

◼ 米国国内のクリーン

水素生産を対象

※ 輸出については不明

◼ カナダ国内のクリーン

水素生産を対象

※輸出については不明

◼ 豪州で製造された製

品を対象

※ 将来的に国外輸出に

用いることのできるGO

制度とすると示す

◼ 韓国で製造された製

品を対象

※輸出については不明

◼ インド国内の水素生

産を対象

※輸出については不明

相互承認

◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ 現時点ではなし（今

後、相互承認の確立

を想定）

➢ 国際的な協力体制

を構築し、認証方

法の高度化や共通

基準の設定を目指

す

◼ （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form ART 15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)
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調査①結果サマリ

カナダのように水素以外にも既に対象を拡大している制度も存在する。豪州も今後はその
他製品にも拡大予定である

【米国】

Clean Hydrogen 
Production Tax 

Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 
Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of Origin 
certificate scheme

【韓国】

Korea’s Clean 
Hydrogen 

Certification Scheme

【インド】

Green Hydrogen 
Certification Scheme 

of India

概
要

対象水素製品

◼ 水素 ◼ 水素

◼ アンモニア

◼ 水素

◼ 水素派生物

※今後、低炭素製品

（グリーン鉄鋼）を含

むスキームに拡大予定

◼ 水素 ◼ 水素

利用者
◼ 製造者 ◼ 製造者 ◼ 製造者、輸送・貯

蔵者、利用者

◼ 製造者 ◼ 製造者

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form_ART_15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)
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調査①結果サマリ

バウンダリはWell-to-gateが多く、 Chain of Custodyはmass balanceが大勢を占める。

【米国】

Clean Hydrogen 

Production Tax Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 

Investment Tax Credit

【豪州】

Guarantee of Origin 

certificate scheme

【韓国】

Korea’s Clean Hydrogen 

Certification Scheme

【インド】

Green Hydrogen 

Certification Scheme of 

India

水
素
の
条
件

水素源と

製造方法

◼ 納税者が所有する施設、

2033年以前着工施設で

製造された水素

➢ エネルギー源は問わない

◼ 電気分解由来水素

◼ 天然ガス＋CCUS由来水

素

◼ クリーン水素由来のアンモニ

ア

◼ (排出量に関係なく)すべて

の製品

◼ 再エネ証書の使用を認める

（REGO証明書）

◼ 100%再エネ水素

◼ 再エネ水素+Grid電力

◼ クリーンメタン+CCS

◼ 化石燃料+CCS(90%cap)

◼ 電解ベース

◼ バイオマスベース

※新しい製法の提案はエネル

ギー効率局に申請し、技術委

員会が評価・審査

システム

バウンダリ

◼ Well-to-gate ◼ Well-to-gate ◼ Well-to-delivery gate ◼ Well-to-gate

◼ 段階的に「Well to Port」

「Well to Wheel」に拡張

予定

◼ Well-to-gate

➢ 水素製造におけるすべ

ての直接排出源

➢ 水素製造に使用される

電力、燃料からの間接

排出

排出閾値

◼ 2.5-4、2.5-1.5、1.5-0.45、

<0.45kgCO2/kgH2

◼ 水素：2-4、0.75-2、

<0.75kgCO2/kgH2、

NH3：4kgCO2/kgH2

◼ （指定なし） ◼ ～0.1、0.1～1、1～2、2～

4 以下とレベル分け予定

◼ <2kgCO2/kgH2

Chain of Custodyモ

デル

◼ （不明） ◼ （不明） ◼ Mass Balance方式 ◼ Mass Balance方式

➢ 国内製造・流通はBook 

and Claim方式の許可を

検討

◼ （不明）

認証が利用される

需要部門

◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

追加的サステナビリ

ティ条件

◼ 追加性

◼ 時間的相関性

◼ 地理的相関性

◼ 対象とする電力の要件につ

いて検討中

◼ トラッキングする情報を検討

中（時間的相関性は国

際潮流を鑑み今後担保す

る可能性について記載）

◼ （言及なし） ◼ （言及なし）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form ART 15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)
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調査②結果サマリ

運用体制は政府承認の第三者機関で監査することが大半。運用フローは不透明な部分
が多いが、事前データ提出を要求する場合が多い。

【米国】

Clean Hydrogen 

Production Tax Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 

Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of Origin 

certificate scheme

【韓国】

Korea’s Clean Hydrogen Certification 

Scheme

【インド】

Green Hydrogen 

Certification Scheme of 

India

国
内
運
用

運用体制

◼政府承認の第三者

機関による製造・販

売・使用の検証

◼政府承認の第三

者機関による製造

の検証

◼第三者機関による監査

➢政府機関CERが制度、申請

内容の管理、認証の発行と

監視

◼政府の認定運用機関はKorea 

Energy Economics Instituteを指定

◼認定試験機関はKorea Testing & 

Research Institute、Korea Testing 

Certification Institute等複数存在

◼政府承認の第三者機

関による製造の年次検

証

運用フロー

◼国立研究所開発モ

デル（貯留含む

「45VH2-GREETモデ

ル」）での排出量算

定を納税者が事前に

提出

◼環境気候変動省

開発のLCAモデルに

基づいて評価を納

税者が事前に提出

◼設備等について前持ったデータ

提出を行う

◼水素生産設備の構築前に、設備等

について前持ったデータ提出を行う

◼グリーン水素のMRV

（測定、報告、及び検

証）の枠組みに従って

検証プロセスを行う

◼検証にて妥当性が確認

された場合、検証報告

書を発行

利用側

提出情報

◼LCAモデルでの計算

結果

◼LCAモデルでの計

算結果

◼品種や施設名等の基本的な

情報に加え、製造インプット・

アウトプットやその計算方法を

示す

◼LCAモデルでの計算結果 ◼LCAモデルでの計算結

果

システム

◼（不明） ◼（不明） ◼公的な登録システム(GO 

Registry)での管理を行う

➢他の制度で使われているシス

テムと統合できる形で設計され

る予定

◼認証履歴と安全管理のプラットフォー

ムベースシステムとGHG排出量計算

ツールを開発

◼（不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form_ART_15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)

更新箇所
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調査②結果サマリ

国際相互承認に関しての運用は検討状況が未定の制度が多い。豪州の制度構築費用
の負担先は一部民間により担われる見込み。

【米国】

Clean Hydrogen 

Production Tax 

Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 

Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of 

Origin certificate 

scheme

【韓国】

Korea’s Clean 

Hydrogen 

Certification 

Scheme

【インド】

Green Hydrogen 

Certification 

Scheme of India

国
際
運
用
（
相
互
承
認
）

運用体制 ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

運用フロー ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

利用側

提出情報
◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

システム ◼ （不明） ◼ （不明）

◼ 登録者が国際的な

炭素認証スキームの

要件に合わせて「生

産経路」を変更する

オプションを提供す

る予定

◼ （不明） ◼ （不明）

財
務
面
で
の
運

用

立ち上げ・運用コス

ト
◼ 政府支出 ◼ 政府支出 ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

コスト負担者 ◼ 政府 ◼ 政府

◼ スキーム参加者から

完全に費用を回収

する

◼ （不明） ◼ （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form ART 15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)
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調査②結果サマリ

認証制度で検討が進む豪州制度は二重認証だけでなく二重使用や二重請求の回避まで
考慮する

【米国】

Clean Hydrogen 

Production Tax 

Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 

Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of 

Origin 

certificate 

scheme

【韓国】

Korea’s Clean 

Hydrogen 

Certification 

Scheme

【インド】

Green 

Hydrogen 

Certification 

Scheme of India

認
証
制
度
の
基
本
的
設
計
に
関
す
る
原
則

堅
ろ
う
性(

ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
回
避)

二重認証(double issuance)

*同一排出・排出削減を二重

認証すること

✓

(再エネ製造者と製

造バッチの情報を求

め回避)

✓

(再エネ製造者と製

造バッチの情報を求

め回避)

✓

(再エネ製造者と製

造バッチの情報を求

め回避)

✓ （不明）

二重使用(double use）

*発行された認証が複数回使

用されること （不明） （不明）

✓

(再エネ消費までト

ラッキングすることで

回避可能と考えられ

る)

（不明） （不明）

二重請求(double claiming)

*同一排出・排出削減が売手

と買手により二回計上される

こと
（不明） （不明）

✓

(再エネ認証(政府に

より実施)は連携させ

ることにより二重請

求を防ぐ。またカーボ

ンオフセット制度

（第三者により実

施)は認めない)

（不明） （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form ART 15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)

更新箇所
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調査②結果サマリ

認証制度の原則は順守方法が不透明な制度が多い。大半は制度設計中のパブコメ実施
程度が多い

【米国】

Clean Hydrogen 

Production Tax 

Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 

Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of 

Origin 

certificate 

scheme

【韓国】

Korea’s Clean 

Hydrogen 

Certification 

Scheme

【インド】

Green 

Hydrogen 

Certification 

Scheme of India

認
証
制
度
の
基
本
的
設
計
に
関
す
る
原
則

透
明
性
と
公
平
性

パブコメ実施 ✓ ✓ ✓ （不明） ✓

制度運用の公開 （不明） （不明） ✓ ✓ （不明）

公正で一貫した制度運用 （不明） （不明） （不明） （不明） （不明）

IAF加盟認定機関が認める認

証機関の利用 （不明） （不明） ✓ （不明） （不明）

登録プロジェクトの公開
（不明） （不明）

✓

(程度は検討中)
（不明） （不明）

最新の制度情報の公開 （不明） （不明） ✓ （不明） （不明）

利用者の嘆願

の受付 （不明） （不明） （不明） （不明） （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form ART 15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)
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調査②結果サマリ

監査に関しては、第三者機関によるものが大半を占める。親和性や将来性は不透明な制
度が多いが、豪州、韓国はレビュー時期を検討中

【米国】

Clean Hydrogen 
Production Tax 

Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 
Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of 
Origin certificate 

scheme

【韓国】

Korea’s Clean 
Hydrogen 

Certification Scheme

【インド】

Green Hydrogen 
Certification Scheme 

of India

認
証
制
度
の
基
本
的
設
計
に

関
す
る
原
則

監視と正確性

◼ 政府承認の第三

者機関による製

造・販売・使用の

検証

◼ 独立した第三者

機関によるの検

証

◼ 第三者による監

査を行う見込み

◼ 第三者機関による

データ検証

◼ 第三者機関

（ACV）によるデー

タ検証

親和性
（不明） （不明） ◼ 国際基準やIPHE

と整合する

◼ IPHEと整合する （不明）

将来性のある設計
（不明） （不明） ◼ 25年から5年に1

回のレビューが優

勢

（不明） （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form ART 15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)

更新箇所
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調査②結果サマリ

韓国の認証制度が2024年からパイロットを開始しているが、詳細は不明。

【米国】

Clean Hydrogen 

Production Tax 

Credit

【カナダ】

Clean Hydrogen 

Investment Tax 

Credit

【豪州】

Guarantee of Origin 

certificate scheme

【韓国】

Korea’s Clean 

Hydrogen 

Certification 

Scheme

【インド】

Green Hydrogen 

Certification 

Scheme of India

プロジェクト例
◼ （不明） ◼ （不明） ◼ 30程度の実証プロ

ジェクトが実施

◼ （不明） ◼ （不明）

今後の予定

◼ 2033年で税額控除

の措置が終了

◼ 2034年から段階的

に廃止

◼ 特定の製品の炭素

強度を追跡及び検

証する取引不可能

な証明書で、最初は

水素を対象とし、将

来的にはグリーンメタ

ルや低炭素液体燃

料等の他の低排出

製品も対象

◼ （不明） ◼ （不明）

出典：Consultation on a UK low carbon hydrogen certification scheme (publishing.service.gov.uk)、 Accelerate the rollout of renewable energy (europa.eu) 、 Council and Parliament reach provisional 
deal on renewable energy directive - Consilium (europa.eu)、 26 USC 45V: Credit for production of clean hydrogen (house.gov)、 Canada Moves Forward on Clean Hydrogen Investment Tax Credit 
(pillsburylaw.com)、 Australia’s Guarantee of Origin scheme (storage.googleapis.com)、Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection, H2Global Foundation, Hydrogen Intermediary 
Network Company GmbH International Market (bmwk.de)、ICAO Material Change Form ART 15 April 2021 with attachments.pdf、ref04.pdf (japancredit.go.jp)

更新箇所
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調査①結果サマリ

いずれの制度もトレーサビリティと認証プロセスの透明性の確保をすることで、クリーン水素普
及による脱炭素への貢献を目的としている

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product 

Code for Hydrogen)

概
要

背景

◼ エネルギー、モビリティ、化学変換

等を含むすべての用途において、

環境的、社会的、経済的に持

続可能な水素の生産に貢献し、

促進

◼ 環境保護と資源の持続可能な

利用、カーボン管理を推進するこ

とであり、企業が持続可能なビ

ジネスを展開できるるように促す。

◼ その後、REDの内容を取り込み、

持続可能なバイオマスの生産と

利用の促進

◼ REDに基づいてバイオ燃料等を

対象として、認証の導入によりバ

イオマスの生産と利用を促進

◼ サプライ チェーン全体にわたる製

品とその属性の両方の追跡可

能性と保管チェーン管理が必要

目的

◼ 定義された品質で生産デバイス

の出口ゲートまでの上流サプライ

チェーン全体をカバーし、公開性、

信頼性、完全性、品質、透明

性のあるトレーサビリティを確保

◼ バイオマスや再生由来等の原料

についてサプライチェーン上で管

理・担保

◼ バイオマスや再生由来等の燃料

についてISCC EU認証製品とし

て取り扱うことが可能

◼ トレーサビリティと透明性の確保

をすることで、バイオマス及びバイ

オ燃料の持続可能な生産と利

用を促進し、温室効果ガスの削

減を達成

◼ 認証を取得することで、持続可

能なバイオマス及びバイオ燃料が

国際市場にアクセスできるよう支

援

◼ トレーサビリティ、保管チェーン、及

び透明性を促進

◼ 明確で堅牢で事実に基づいた

認証ルールブックを提供すること

で、国の当局の水素認証を簡

素化

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」

追加調査した制度
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調査①結果サマリ

大半は任意の制度だが、すべて政府の法規・制度との紐付け、位置付けがされている

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product 

Code for Hydrogen)

概
要

保有者と

保有者の種類

◼ CertifHy Stakeholder 

Platform（製造者、需要

家等様々な事業者で構成

される民間機関）

◼ ISCC Association（製造

者、需要家等様々な事業

者で構成される民間機

関）

◼ REDcert GmbH（ドイツの

農業及びバイオ燃料業界

の主要な協会等からなる

民間組織）

◼ International Tracking 

Standard Foundation(I-

TRACK Foundation（非

営利団体）

強制力 ◼ 任意 ◼ 任意 ◼ 任意 ◼ 任意

法規・他制度

との関連

◼ EECS規則に準拠する

➢ エネルギー単位の生産源

と生産方法を特定し、エ

ネルギー源の開示や義務

の遵守について規定

◼ RED・Delegated Acts 
27(3) ・Delegated Acts 
28(5)におけるRFNBOの基

準に準拠する

◼ RED・Delegated Acts 
27(3) ・Delegated Acts 
28(5)におけるRFNBOの基

準に準拠する

◼ 他I-REC製品コード

開始時期
◼ 2016年～Phase1施行 ◼ 2012年～開始 ◼ 2010年～開始 ◼ 不明

（2023年11月にパブリックコメ

ント受付）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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調査①結果サマリ

RFNBOについては、REDの枠組みで欧州委員会によって正式に承認された認証スキームと

互換性を持つ運用となっている

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product 

Code for Hydrogen)

概
要

現在の

ステータス

◼ 運用中

（Phase 3実施済み（2020 年

11 月～2023 年 10 月）

◼ 運用中 ◼ 運用中 ◼ 2023年11月にパブリックコメ

ントを受け付けていたが、以

降のステータスについては不明

対象地域

◼ 対象地域（欧州連合

（EU）、欧州経済領域

（EEA）、スイス）において

実稼働する設備が対象

◼ EU域内で利用される製品

が対象

◼ EU域内で利用される製品

が対象

◼ （不明）

相互承認

◼ （不明） ◼ RED IIの枠組みで欧州委

員会によって正式に承認さ

れた自主的なスキームと国

内スキームについて承認され

る

◼ RED IIの枠組みで欧州委

員会によって正式に承認さ

れた自主的なスキームと国

内スキームについて承認され

る

◼ （不明）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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調査①結果サマリ

Avanceのように水素やRFNBO以外に、アンモニアやメタノールを対象とする制度も存在する

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product 

Code for Hydrogen)

概
要

対象水素製品

◼ 水素 ◼ RFNBO ◼ RFNBO ◼ 水素

◼ 水素派生物（アンモニ

ア・メタノール・合成ガ

ス）

利用者
◼ 主に製造者 ◼ バリューチェーン内のすべ

ての事業者

◼ バリューチェーン内のすべ

ての事業者

◼ 製造者、輸送・貯蔵者、

利用者

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」



© 2025. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.67

調査①結果サマリ

Chain of Custodyモデルやバウンダリ、排出閾値は様々存在する

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product Code 

for Hydrogen)

水
素
の
条
件

水素源と

製造方法

◼ グリーン水素

◼ 低炭素水素

※どちらも閾値を下回ること

◼ 再生可能エネルギー由来電力 ◼ 再生可能エネルギー由来電力 ◼ (排出量に関係なく)すべての

製品

◼ 製造方法はI-REC(HX) 製品

を区別可能

システム

バウンダリ

◼ Well to Gate ◼ Well to Wheel ◼ Well to Wheel ◼ Cradle-to-Cradle

排出閾値

◼ 4.4kg-CO2e/kg-H2 ◼ 3.4kg-CO2e/kg-H2 ◼ 3.4kg-CO2e/kg-H2 ◼ Net Zero Emissionを基準と

して水素のCI値を-10~+10の

段階でグレード分けし、証書に

表示

Chain of Custodyモデル

◼ Book and Claim方式 ◼ Mass Balance方式 ◼ Mass Balance方式 ◼ Book and Claim方式

◼ Mass Balance方式

◼ Full segregation方式

認証が利用される

需要部門

◼ 指定なし

➢ エネルギー、モビリティ、化

学変換等を含むあらゆる

種類のアプリケーション

◼ 指定なし

➢ バイオ燃料が利用される用

途全般

◼ 指定なし

➢ バイオ燃料が利用される用

途全般

◼ （不明）

追加的サステナビリティ条

件

◼ 指定なし（RED II、委任法、

及び実施規則に定められた基

準については、CertifHyの別

認証システム（CertifHy EU 

RFNBO）が存在）

◼ （REDのRFNBO準拠） ◼ （REDのRFNBO準拠） ◼ （言及なし）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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調査②結果サマリ

運用体制は第三者機関で監査することが大半。運用フローとしてシステムに登録した後、
データ提出の上、検証や監査を実施して証明書を発行するフローが多い

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product 

Code for Hydrogen)

国
内
運
用

運用体制

◼所管当局であるCertifHyステー

クホルダー・プラットフォームが認

証機関の承認、発行機関を任

命

◼ISCC System GmbHによって

規定された要件に従って、認証

機関（CB）を認定

◼REDcert GmbHによって認証

機関とその検査官を認定

◼ AvanceがCode Managerを、

EvidentがRegistry Operator

を担い、各国にローカルの

Issuer・PF Operatorを指定

運用フロー

◼以下のプロセスで認証

➢ 生産設備の登録

➢ 証明書交付請求

➢ 生産設備の検証/監査

➢ 証明書公開

➢ 監査報告書レビュー

➢ 証明書の発行

◼以下のプロセスで認証

➢ ISCC認定機関の選定

➢ ISCCのHPよりシステムユー

ザー登録

➢ 監査実施

➢ 監査書類の提出

➢ 内部レビュー

➢ 証明書公開

◼以下のプロセスで認証

➢ システムユーザー登録

➢ REDcert及びその認証機関

とスキーム契約締結

➢ 監査実施

➢ 認証機関は事業者に証明

書を発行

◼ 水素のLCA算定やその第三者

検証は外部の機関が行うことと

し、I-REC (HX)としてはその結

果をもってI-REC (HX)の制度に

適合しているかを検証する

利用側

提出情報

◼原産地情報、生産経路や

GHG 排出データ等

◼認証の範囲、持続可能な物

質の搬入・搬出の量と種類、

温室効果ガス排出量等

◼温室効果ガス排出削減基準

が満たされているかどうかを調査

するためのすべての関連データ

◼ Net-Zero Product 

Benchmarkを基準とした計算

結果

システム

◼証明書の発行からキャンセルま

での全ライフサイクルを管理する

中央データベースで管理

◼システムユーザの登録及び認証

関連データをオンラインプラット

フォーム（ISCC hub）で一括

管理

➢ データの更新や変更があっ

た場合、関係者に自動通

知を送信し、情報の提供

や確認の要求

◼ヨーロッパレベルでの統一された

拘束力のあるデータベース

（UDB)の導入

➢ 生産地から燃料供給業

者が市場に出すまでの、

実施された取引及び燃料

のLCAを含む情報をデータ

ベース登録。入力された

データ加盟国のデータベー

ス間で直ちに転送

◼ （不明）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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調査②結果サマリ

会員による年会費や認証する設備容量や生産量に応じてコストを支払うスキームで運用し
ていることが多い

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product 

Code for Hydrogen)

国
際
運
用
（
相
互
承

認
）

運用体制 ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

運用フロー ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

利用側

提出情報
◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

システム ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

財
務
面
で
の
運
用

立ち上げ・運用コスト

◼ 年会費：1,000EUR / ア

カウント

➢ その他、製造設備の容

量に従って登録料が発

生

◼ 年会費：2,500EUR /認

定機関

◼ 年会費：250～

3,000EUR /参加者

➢ その他、生産量や認定

数に応じてコストが発生

◼ 年会費：275EUR/ アカ

ウント

➢ その他、サイトの数、製

造量に従ってコストが発

生

◼ （不明）

コスト負担者
◼ EUによる資金提供

（Horizon 2020等）、

プロジェクト参加者等

◼ 認定機関、参加者（会

員）等
◼ プロジェクト参加者等 ◼ （不明）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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調査②結果サマリ

認証に必要な関連データをすべて一括のデータベースで管理することで、二重使用等の不正
を防ぐ運用となっている

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification

（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC 

Product Code for 

Hydrogen)

認
証
制
度
の
基
本
的
設
計
に
関
す
る
原
則

堅
ろ
う
性(

ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
回
避)

二重認証(double issuance)

*同一排出・排出削減を二重認

証すること
（不明） （不明） （不明） （不明）

二重使用(double use）

*発行された認証が複数回使用さ

れること

✓

（証明書の発行からキャ

ンセルまでの全ライフサイク

ルを管理する中央データ

ベースで管理）

✓

（システムユーザーの登

録及び認証関連データ

を管理するためのオンラ

インプラットフォームを使

用）

✓

（REDの要件に基づく

データベースに登録、プロ

トコルと暗号化技術を

使用して、データの整合

性と機密性を担保）

（不明）

二重請求(double claiming)

*同一排出・排出削減が売手と

買手により二回計上されること
✓

（証明書の発行からキャ

ンセルまでの全ライフサイク

ルを管理する中央データ

ベースで管理）

✓

（システムユーザーの登

録及び認証関連データ

を管理するためのオンラ

インプラットフォームを使

用）

✓

（REDの要件に基づく

データベースに登録、プロ

トコルと暗号化技術を

使用して、データの整合

性と機密性を担保）

（不明）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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調査②結果サマリ

運用している制度については、公開されている情報が多く、利用者の嘆願等もホームページ
上で受け付けている場合もある

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification

（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC 

Product Code for 

Hydrogen)

認
証
制
度
の
基
本
的
設
計
に
関
す

る
原
則

透
明
性
と
公
平
性

パブコメ実施 ✓ ✓ ✓ ✓

制度運用の公開 ✓ ✓ ✓ （不明）

公正で一貫した制度運用 ✓ ✓ ✓ （不明）

IAF加盟認定機関が認める認証機

関の利用
✓ （不明） （不明） （不明）

登録プロジェクトの公開 ✓ ✓ ✓ （不明）

最新の制度情報の公開 ✓ ✓ ✓ （不明）

利用者の嘆願

の受付
✓ （不明） （不明） （不明）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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調査②結果サマリ

監査に関しては、第三者機関によるものが大半を占める。親和性や将来性は不透明な制
度が多い

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification

（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product 

Code for Hydrogen)

認
証
制
度
の
基
本

的
設
計
に
関
す
る

原
則

監視と正確性
◼ 独立した第三者機関

による検証

◼ 独立した第三者機関

による検証

◼ 独立した第三者機関

による検証

◼ 第三者機関の規制・認

証制度に対応したことを

示す情報を表示可能

親和性 （不明） （不明） （不明） （不明）

将来性のある設計 （不明） （不明） （不明） （不明）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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調査②結果サマリ

ISCC、REDCertについては、バイオマスにおいて、水素に先んじて多数の認証実績が存在

【欧州】

CertifHy

Non-Governmental 

Certification（NGC）

【欧州】

ISCC EU

※RFNBOに係る

箇所について

【欧州】

REDCert-EU

※RFNBOに係る

箇所について

【国際】

Avance (I-REC Product 

Code for Hydrogen)

プロジェクト例
◼ （不明） ◼ バイオマス等において、多

数の認証実績あり

◼ バイオマス等において、多

数の認証実績あり

◼ （不明）

今後の予定
◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明） ◼ （不明）

追加調査した制度

出典：REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)、CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）、ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM

BASICS」、Avance「I-REC(HX) Product Code For Hydrogen and Hydrogen Derivative Fuels and Products」
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電源の3要件に関する米国と欧州の違い

欧州のRED委任規則に対して、米国では一定の要件緩和を提示しつつ、要件の明確化が

なされている

Clean Hydrogen Production Tax Credit Renewable Energy Directive（RED）

時間的

相関性

地理的

相関性

追加性

◼ 2029年末までは「1年単位」の一致を許可（これまでは2028

年までとしていた内容）

※2030年1月1日からすべての施設で時間単位のマッチングを

義務

◼ 水素施設と同じグリッド地域の施設で発電された電力が以下

の要件を満たしていること

➢ 地理的な場所ではなく、発電機の場所からクリーンな水素

生産者の地域への送電権があること（送電権と電力供給

の追跡は、関連するEACレジストリを通じて行う必要があ

る）

◼ 水素製造施設が供用される前の36か月以内に稼働している

発電施設の要件として以下3つの経路を提示

➢ 水素製造施設が稼働してから 36 か月以内に稼働を開始

したCCSを用いた発電施設で生成された電力

➢ 適格原子力発電所とみなされた設備から生産された電力

は使用年数にかかわらず最大200MWhまで認める

➢ 適格州(カリフォルニア州とワシントン州等)にある既存の発

電施設で生産されたクリーンな電力の使用

◼ 2029年末まで「1か月以内」に要件を適用

※2030年から当初案の「同一の1時間以内」が適用

◼ 水素生産施設と電力供給を受ける再エネ発電施設が同一

あるいは相互に接続された電力入札区域に位置していること

◼ グリーン水素生産のために追加的に設置された（水素生産

施設の稼働の36か月より前に稼働を開始していない）新設

施設で発電された再エネ電力の供給を受けること

※ 追加性要件に関しては2027年末まで適用が免除（水

素の生産地が一定以下の炭素排出集約度である電力

入札ゾーンに位置する場合、原子力活用も可能と考えら

れる）

出典：Treasury and IRS Issue Final Regulations Implementing Section 45V Clean Hydrogen Production Tax Credit - King & Spalding, U.S. Department of the Treasury Releases Final Rules for 
Clean Hydrogen Production Tax Credit | U.S. Department of the Treasury,JETRO「欧州委、グリーン水素の定義に関する新たな委任法案発表、原子力活用にも余地を残す(EU)」
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各制度のスキーム図（登場人物、役割）
◼ Green Hydrogen Certification Scheme of India
◼ UK Low Carbon Hydrogen Certification Scheme
◼ Korea’s Clean Hydrogen Certification Scheme
◼ CertifHy
◼ ISCC‐EU
◼ REDcert-EU 
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CertifHy _ガバナンス体制

権限当局が認証機関の承認を決定するが、実際の運用としては発行機関がスキームの実
施、認証機関が管理・検証する

体制イメージ*1 各機関の役割

CertifHy

Stakeholder Platform

CERTIFICATION

BODY

ISSUING

BODY

ACOUNT

HOLDER

◼ CertifHyスキーム文書及びそれに付随する

すべての文書を承認する

◼ 認証機関の承認を決定する

◼ 発行機関を任命する

◼ アカウントホルダーとの契約の枠組みの

中で、生産バッチ監査を通じて生産バッ

チの属性を検証する

◼ 証明書の発行、移転及び取消しを監督

◼ CertifHy証明書の発行、移転及び取消し

に関連する文書及び補助文書に定義され

るCertifHyスキームのすべてが実施されるこ

とを確保

◼ レジストリ製品デバイス及び/又は

CertifHy証明書を保有

※指定された証明書を取り消す場合は、

アカウント所有者の責任

*1：CertifHy NGC SCHEME DOCUMENTS, https://www.certifhy.eu/ngc-certifhy-documents/より引用

出典： CertifHy「CertifHy Scheme」（Last update: 2022-04-28）
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ISCC‐EU _ガバナンス体制

ISCC‐EUはISCC Boardを選出の上、Stakeholder Committeesを設置することで、システム上

のリスク検討や潜在的な利益相反を回避する運用としている

体制イメージ*1 各機関の役割

ISCC Association

ISCC Operations

Certification Bodies

Stakeholder

Committees

◼ ISCCの運営、ISCCの戦略的意思決定の指針

◼ ISCC Boardの選出

➢ メーカー、ユーザー、パブリック等異なるステークホ

ルダーから議長、副議長をそれぞれ選出する

◼ システム・ユーザーがISCC要件に準拠していること

を一貫して検証

※潜在的な利益相反を回避し、独立した第三者

としての役割を確保するために、ISCC 

Associationのメンバーになることはできない

◼ 地域、技術的要因によるISCCシステムのリスク

の検討、枠組みに関する特別な考慮の検討

◼ 申請に関するガイダンスの作成等、ISCC目標を

達成するための制度の推進

ISCC Board
◼ Stakeholder Committeesの設置することで、

ISCCシステムを監視し、必要に応じて特定の議

題について協議の上、承認する

◼ ISCCシステムの日常的の運営、管理及び開発

➢ 潜在的な利益相反のリスクのある事項は、

内部で報告され、定期的に見直される

*1:ISCC‐EU,https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/より引用

出典：ISCC「ISCC EU 201 SYSTEM BASICS」
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REDcert-EU _ガバナンス体制

REDcert-EUはISCC-EUと同様にShareholde Assemblyを選出の上、委員会を設置すること

で、システム上のリスク検討や潜在的な利益相反を回避する運用としている

REDcert-EU の組織構成*1 各機関の役割

Shareholder

 Assembly

Independent

Sanction Committee

Certification Bodies

ORGAINVENT

 GmbH

◼ 技術委員会及び制裁委員会の委員の任免

※REDcert-EUスキームの運営には影響を与えない

◼ 提供された情報が完全かつ真実である場合にの

み、経済事業者とスキーム契約を締結

◼ その後、スキームの原則に定められた要件への適

合性をチェックするために監査を実施

◼ REDCertシステムの運営（データ保護要件、補

償、責任を含む）

Technical

Committee
◼ 科学界、公的機関及び非政府組織が参加

◼ 法的要件を満たすための原則と内容を策定

◼ 利益相反のリスクなしに、技術的及び法的に健

全な方法で処理されることを保証

◼ 制裁委員会の委員長は、裁判官の職に就く資

格を有する弁護士で構成

REDcert-EU の認証スキーム*1

Economic

Operator

◼ REDcert認証の申請者として登録、必要データ

の提出

◼ 欧州委員会及び加盟国の所管当局に協力

*1：REDcert-EU, https://www.redcert.org/en/redcert-systems/system-documents.htmlより引用

出典： REDcert-EU「Scope and basic scheme requirements」(version EU07)
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炭素集約度の算定と堅ろう性の評価

 １）モデル事業を想定した炭素集約度の算定

 （手法・結果）

 ２）堅ろう性の評価（第三者機関へのヒアリング結果）
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各活用シナリオ(検証を除く)において想定される課題

認証制度を活用していく上では、活用シナリオごとに課題を特定の上、対処していく必要が
ある

想定

される

課題

• 高度化法・省エネ法・温対法に

おいて、エネルギー源としての水

素等のCI値は、現状、報告対

象になっていない

➢ 水素等のCI値の評価を行うプロ

セスが既存の報告制度に具備

されなければ、水素認証制度の
ニーズはない

• 水素等のCI値の多寡を評価す

る制度とする場合、ステークホル

ダー間の合意形成が難しい可

能性あり（水素の需要家・供

給側で、それぞれ使いたい水

素・供給したい水素の閾値や色
が異なるため）

• 欧州の基準と、欧州以外の基
準では、水素のCI値評価の厳

格さ（再エネ要件の違い等）

に大きな違いがあり、どの国を対

象とするかによって要件が異なっ
てくる

• 再エネの時間的・地理的相関

性等の、具体的な要件の設定

において、ステークホルダー間の
合意形成が難しい可能性あり

• パリ協定(6条)との整合性の

チェックが必要

• GX-ETSでの適格クレジット(Jクレ

ジット・JCM等)では、今年度時

点の整理では、直接排出以外
のCO2削減量は削減貢献量の

対象外となる可能性が高く、
(直接排出に影響を及ぼさない)
水素等のCI値の多寡によるCO2
排出量の多寡は、評価の対象
外となってしまうのでは

• 別途、水素等のCI値の多寡を

評価する仕組みが必要であるが、
水素等のCI値の区別に際しては、

ステークホルダー間の合意形成
が難しい可能性あり

• 低炭素水素等の、原料やエネ

ルギー源としての活用による最終
製品のCO2削減効果を評価す

るには、そのための制度・仕組み
の立ち上げが必要(GX価値の評

価)

• 現時点ではボランタリーな取組
に委ねられる

• 公的制度を整備する場合は、
そもそもGX価値とは何か、また、

その価値をどのように評価するべ

きかについての前提の整理と、

関連する諸計画・制度との連
携が必要

• 企業においては、GX価値を利用

した事業モデル(製品やサービス)
についての整理が必要

活用シナリオの整理

活用シ
ナリオ

④水素の輸出入に関する

制度対応(CBAM・認証制度等)
②GX-ETS適格クレジット

との連携

①既存法制度における

GHG報告のための活用

“報告制度対応” “海外制度対応”
用途

(区分)
③GX製品価値の

訴求に向けたボランタリーな取組

“水素導入推進 (導入を促進するインセンティブ付け)”
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仮説の更新①

支援制度への検証目的での活用は、あくまで事業者任意の判断に委ねられるとして、

まずは認証制度を導入する目的の明確化が必要では

項目 仮説 今年度調査を経た仮説

背景 ◼ 水素利活用を通して脱炭素化を着実に行う必要

◼ 現状、国内水素の排出強度を証明する仕組みが存
在しない

◼ ISO TS 19870の国際規格化に向けた検討が進んでおり、2025-26年に

かけて最終化予定

◼ 海外では欧米のみならず、アジア（韓国・インド等）でも認証制度の
検討が進む

目的 ◼ 水素の排出強度等の属性を国内外に証明する

➢ ラベリングを行う場合、加えて「低炭素水素」の証
明も行う

◼ CI値算定の詳細の取決めや体制構築の方向性は活用シナリオによっ

て異なるため、何のために認証制度活用するのか、より具体的に目的
を明確化すべき

保有者と保
有者の種類

◼ 政府or民間 ◼ 目的によるが、いずれの活用シナリオにおいても、政府による保有が必
ず必要なケースは明確には存在しない

◼ 事業者の負担するコストの面や、認定機関を体制に組み込めるかどう
かで、目的に応じて判断すべき

強制力 ◼ 少なくとも開始時は強制ではなく任意とする ◼ 認証制度の目的による

法規・他制
度との関連

◼ 法規

➢ 要検討

◼ 他制度

➢ 将来的に連携はあり既にが、価格差支援や拠点
整備支援の立ち上げ時は少なくとも利用しない

◼ 既存法制度（高度化法、省エネ法、温対法等）との関連を持たせ
るかは未定

◼ 法制度制度との関連付けを行う場合、水素のCI値が考慮されるような

形に既存制度が変更されることが前提となる

◼ 支援制度への認証制度の活用はあくまで事業者任意の判断

開始時期 ◼ 要検討（現実的に2025年、6年頃が最速か） ◼ 認証制度の目的による（例えば海外との水素等の輸出入を進める場
合には、取引の開始が目安になるのでは）

対象地域 ◼ 日本全国 変更なし

相互承認 ◼ 相互承認の在り方は目的により検討する

➢ 相互承認は、IAF相互承認を結ぶことにより可能
◼ どの国との水素等の取引を行うかによって、どの国の制度との整合性を

図るかが決まってくるのでは
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仮説の更新②

バウンダリや再エネ要件等については、どの国や地域の制度との整合性を取るかによって判
断されるべき

項目 仮説 今年度調査を経た仮説

対象製品 ◼ 当初は水素

➢ 水素キャリアではなく最終製品としてのアンモニア等、水素派

生物への拡張は将来的に実施するものの、IPHEやISOの国際

的基準の整理を待つ

変更なし

水
素
等
の
条
件

水素源と製
造方法

◼ 当初は下記とする

➢ 水電解、天然ガス改質＋CCS、産業コプロダクト、石炭ガス

化＋CCS、バイオマス、天然ガス自己熱改質＋CCS

◼ 今後国際規格化されるISO/TS 19870を前提とする

◼ 再エネ要件等の詳細は、どの国の制度と整合性を取るかに

よって判断

システムバウ
ンダリ

◼ 当初はWell-to-(production) gate（水素）

➢ その後well-to-consumption gateに拡張

◼ ISO TS 19870が文書としてカバーするバウンダリは、well-to-
consumption-gate

◼ 地域別にみると、欧州のRFNBOsのGHG算定においてはWell-
to-consumption-gate、豪州GO制度ではWell-to-delivery-
gate、等という違いがあるため、相互承認先の選定等、今後の

取引の方向性を踏まえて検討すべきでは

排出閾値 ◼ ラベリングを行う場合は3.4kgCO2e/kg-H2 変更なし

CoCモデル ◼ Mass balanceが主流となりつつ、Book and Claimとの組合せは必

要に応じて検討

➢ CoCを検討する際には、認証制度を誰が使用するのかという

論点を考慮する必要あり

➢ 多くの制度がmass balanceを採用しており、本CoCモデルが世

界の基準となる可能性が大きい。一方韓国のようにmass 
balanceとbook and claim を組み合わせる事例も存在

変更なし

需要部門 ◼ 水素基本戦略に照らしても特に需要部門を限定する必要はない 変更なし

水
素
等

の
条
件

追加的サス

テナビリティ
条件

◼ 将来的には国際的な動向を鑑み追加できるようにする 変更なし
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仮説の更新③

認証制度の運営体制や運営フローは、認証制度の活用目的を明確化した上で、詳細を
検討していくべきでは

項目 仮説 今年度調査を経た仮説

運
用

運用体制

◼ 認証制度の運用は公正な団体が実施

➢ 検証制度とするか、認証制度とするかより体制を構築

➢ 第三者による検証、認証は必須

◼ 公正さの担保のため第三者機関は限定しない

◼ 国際相互承認を行うためにはIAFメンバー認定機関の存在は必

須

◼ 昨年度仮説をベースとしつつも、水素認証制度の活用

シナリオによって、体制は変わり得る

➢ シナリオ①②：政府若しくは認定を受けた民間団体が

制度を保有・運営

➢ シナリオ③：ボランタリーな用途では、体制は任意

➢ シナリオ④：相互承認には、IAFメンバーの認定機関の

関与が必要

運用フロー

◼ ①水素製造者/需要家の名称や所在地、設備の規模等の情

報を事前登録、審査

◼ ②水素製造ごとの情報を登録、審査、証書発行

◼ ③水素需要家が水素利用に伴い情報を登録、償却

➢償却の有無についてはCoCの在り方と合わせて今後も要検討

(mass balanceとなった場合証書償却は不要になるのでは、等)

変更なし（水素認証制度の目的・活用シナリオを定めた

上で、体制とともに検討すべきでは）

利用側

提出情報
◼ 排出に関連する装置と水素製品製造バッチの情報

◼ ISO TS 19870に詳細の記載がない部分に関しては、

現状、事業者判断に委ねられている*注。認証制度に

おいてどこまで詳細に提出情報の要件を設定するかは、

事業者側のニーズ（認証制度側がどのような要件を設

定する必要があるか）を踏まえて決めていく必要がある

のでは

システム
◼ 制度の保有者によりシステム保有者も変化

◼ 必要に応じて他のシステム（再エネ等）と連携、自動でエラーを

検知する等、効率的かつ省力的に運用できるものを作成

◼ 調査①より、システムはほぼすべて公的に設計されてい

るもの。時間がかからないよう、運営側・利用者側双方

にとって効率的かつ省力的になるような工夫がされてい

る

*注:  例えば大林組の大分のグリーン水素実証事業では、基本的な考え方はISO/TS19870に依拠しつつ、データの取得方法や粒度等については、英国や豪州の制度要件を参照する等して対応している
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仮説の更新④

保有者が政府であるか民間であるかは、制度目的を踏まえて体制を検討した上で判断

項目 仮説 仮説の根拠

財
務
面
で
の
運
用

立ち上

げ・運用
コスト

◼ 運用コスト：数億円/年（政府保有、民間運営の場合）

➢ J-クレジットの予算を参照

◼ 設備審査：50～100万円（第三者機関による審査）

◼ バッチ審査：50～100万円（第三者機関による審査）

変更なし

コスト負
担者

◼ 立ち上げコスト、運用コスト：不明であるが、立ち上げの検討

は政府が主体で行う場合が多いことから、コスト負担者仮説
では政府としたが、定量的なコスト感は不明

◼ 審査コスト：利用者負担

◼ 制度目的によって、政府が認証制度を保有・運営すべき
かどうかを判断すべき

➢ ボランタリーな用途に限り活用するのであれば、政府の保
有・運営は不要

認
証
制
度
の
基
本
的

設
計
に
関
す
る
原
則

堅ろう性

(ダブルカ

ウントの
回避)

◼ 他の同様の認証制度に登録していないかを水素製造者の提
出書類にて確認する

◼ 水素の属性がトレースできていることを第三者機関に確認して
もらう

◼ ブロックチェーンやAI技術を活用したシステムは海外で既に

原産地証明制度において活用されているケースもある（欧
州）

◼ 日本においても、同様なシステムが立ち上がりつつある
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仮説の更新⑤

認証制度の基本的設計に関する原則に関しては、今年度検討における主要検討課題で
はないことから、昨年度仮説からの大きな修正は不要と考える

項目 仮説 仮説の根拠

認
証
制
度
の
基
本
的
設
計
に
関
す
る
原
則

パブコメ実施・制度運用の
公開

◼ 実施する（政府保有の制度とする場合）

➢ 海外制度においても、大半が実施

変更なし

公正で一貫した制度運用 ◼ 実施する

IAF加盟認定機関が認め
る認証機関の利用

◼ 実施する

登録プロジェクトの公開 ◼ プロジェクト公開情報の範囲については要検討

最新の制度情報の公開 ◼ 実施する

利用者の嘆願
の受付

◼ 実施する

監視と正確性 ◼ 政府機関又は独立した第三者機関が監視を行う

◼ 認証制度が特定の第三者を優遇するものにならな
いようにする

◼ 認証及び監査レポートの記録を残す

親和性 ◼ IPHE及びISOの特にGHGに関わる基準と可能な限

り適合するようにする

◼ 認証制度として一般的な設計を踏襲する

◼ ステークホルダーが素早く制度を理解できるよう、既
存の良い事例やグローバル枠組みに適合させる

◼ 他国政府と適宜連携する

将来性のある設計 ◼ サステナビリティ関連の方法論や枠組み等の将来
の変化に適応できるように制度設計する
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